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･2010年から人口減少社会へ、2060年には8,673万人に。

･65歳以上人口割合（高齢化率）は39.9％、生産年齢人口1.27人で高齢者1人を支える社会。
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年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳～) 老年人口割合 年少人口割合 生産年齢人口割合年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳～) 老年人口割合 年少人口割合 生産年齢人口割合

1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年
日本の人口 9,008 9,430 9,921 10,466 11,190 11,700 12,101 12,329 12,544 12,670 12,777 12,806 12,660 12,409 12,066 11,662 11,212 10,728 10,220 9,708 9,193 8,673
年少人口(0～14歳) 3,012 2,843 2,553 2,515 2,722 2,751 2,603 2,249 2,001 1,847 1,759 1,684 1,583 1,457 1,324 1,204 1,129 1,073 1,011 939 861 791
生産年齢人口(15～64歳) 5,517 6,047 6,744 7,212 7,581 7,884 8,251 8,590 8,717 8,622 8,442 8,174 7,682 7,340 7,085 6,773 6,343 5,787 5,353 5,001 4,706 4,418
老年人口(65歳～) 479 540 624 739 887 1,065 1,247 1,490 1,826 2,201 2,576 2,948 3,395 3,612 3,657 3,685 3,740 3,868 3,856 3,768 3,626 3,464老年人口(65歳～) 479 540 624 739 887 1,065 1,247 1,490 1,826 2,201 2,576 2,948 3,395 3,612 3,657 3,685 3,740 3,868 3,856 3,768 3,626 3,464
年少人口割合 33.44 30.15 25.73 24.03 24.33 23.51 21.51 18.24 15.95 14.58 13.77 13.15 12.50 11.74 10.97 10.32 10.07 10.00 9.89 9.67 9.37 9.12

生産年齢人口割合 61.2 64.1 68.0 68.9 67.7 67.4 68.2 69.7 69.5 68.1 66.1 63.8 60.7 59.2 58.7 58.1 56.6 53.9 52.4 51.5 51.2 50.9
老年人口割合 5.3 5.7 6.3 7.1 7.9 9.1 10.3 12.1 14.6 17.4 20.2 23.0 26.8 29.1 30.3 31.6 33.4 36.1 37.7 38.8 39.4 39.9

資料：2005年までは総務省統計局「国勢調査」、2010年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）中位推計」より
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2012年 団塊世代：高齢者（65歳）

⇒ 高齢化率が跳ね上がる。
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⇒ 高齢化率が跳ね上がる。

2025年問題 団塊世代：後期高齢者（75歳）

⇒ 介護、医療制度の危機（？））

・2010年から人口減少社会へ。

・合計特殊出生率1.41（2012年）＝ 少子化（＝生産年齢人口の減少）

・65歳以上人口割合（高齢化率）は年々上昇 ⇒ 超高齢社会へ。
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・65歳以上人口割合（高齢化率）は年々上昇 ⇒ 超高齢社会へ。
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小牧市における年齢階層別人口推移･推計小牧市における年齢階層別人口推移･推計
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年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳～) 年少割合 生産年齢割合 老年人口割合

1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
小牧市の人口 32,326 38,531 60,877 79,606 97,427 103,219 113,284 124,262 137,161 143,094 147,185 149,701 150,728 150,394 148,729 145,937 142,283
年少人口(0～14歳) 10,351 10,199 15,112 21,307 28,416 28,745 27,445 24,542 24,000 23,549 23,054 22,046 19,916 17,937 16,445 15,637 15,084
生産年齢人口(15～64歳) 19,946 26,194 42,831 54,641 64,426 68,480 78,348 90,426 101,037 103,585 102,501 99,408 95,820 94,149 92,872 89,888 84,697
老年人口(65歳～) 2,029 2,138 2,934 3,658 4,585 5,994 7,491 9,294 12,124 15,960 21,630 28,247 34,992 38,308 39,412 40,412 42,502
年少割合 32.02 26.47 24.82 26.77 29.17 27.85 24.23 19.75 17.50 16.46 15.66 14.73 13.21 11.93 11.06 10.72 10.60

資料：総務省統計局「２００５年 国勢調査」より作成

年少割合 32.02 26.47 24.82 26.77 29.17 27.85 24.23 19.75 17.50 16.46 15.66 14.73 13.21 11.93 11.06 10.72 10.60
生産年齢割合 61.70 67.98 70.36 68.64 66.13 66.34 69.16 72.77 73.66 72.39 69.64 66.40 63.57 62.60 62.44 61.59 59.53
老年人口割合 6.28 5.55 4.82 4.60 4.71 5.81 6.61 7.48 8.84 11.15 14.70 18.87 23.22 25.47 26.50 27.69 29.87
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小牧市の人口、高齢化率の状況小牧市の人口、高齢化率の状況

�小牧市全域小牧市全域小牧市全域小牧市全域 H27.11H27.11H27.11H27.11現在現在現在現在
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高齢化率 要支援１・２要支援１・２要支援１・２要支援１・２ 要介護１～５要介護１～５要介護１～５要介護１～５

状
況

高齢化率 要支援１・２要支援１・２要支援１・２要支援１・２ 要介護１～５要介護１～５要介護１～５要介護１～５

22.4％ 1,621 2,17622.4％ 1,621 2,176
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人口、高齢化率の推計人口、高齢化率の推計

H28 H29 H32 H37
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高齢者数 ３５，３５４ ３６，０５２ ３７，２８１ ３７，６５４
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ひとり暮らし高齢者世帯数 ７，４０５ ８，０１０ １０，１０３ １４，９２０
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地域地域地域地域のののの課題課題課題課題地域地域地域地域のののの課題課題課題課題地域地域地域地域のののの課題課題課題課題地域地域地域地域のののの課題課題課題課題

□□□□□□□□ 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待・・・・障害者障害者障害者障害者のののの地域移行等地域移行等地域移行等地域移行等児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待・・・・障害者障害者障害者障害者のののの地域移行等地域移行等地域移行等地域移行等
⇒⇒⇒⇒ 地域地域地域地域のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿づくりづくりづくりづくり⇒⇒⇒⇒ 地域地域地域地域のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿づくりづくりづくりづくり

□□□□□□□□ 生活困窮者自立支援法生活困窮者自立支援法生活困窮者自立支援法生活困窮者自立支援法生活困窮者自立支援法生活困窮者自立支援法生活困窮者自立支援法生活困窮者自立支援法
• 地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画へのへのへのへの位置位置位置位置づけづけづけづけ• 地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画へのへのへのへの位置位置位置位置づけづけづけづけ

•「「「「支支支支えるえるえるえる、、、、支支支支えられるえられるえられるえられる」」」」というというというという一方的一方的一方的一方的なななな関係関係関係関係ではなくではなくではなくではなく、「、「、「、「相互相互相互相互にににに支支支支ええええ合合合合うううう」」」」地域地域地域地域

□□□□□□□□ 防災防災防災防災・・・・減災対策減災対策減災対策減災対策防災防災防災防災・・・・減災対策減災対策減災対策減災対策
• 災害対策基本法改正災害対策基本法改正災害対策基本法改正災害対策基本法改正 ⇒⇒⇒⇒ 要支援者名簿作成要支援者名簿作成要支援者名簿作成要支援者名簿作成のののの義務化義務化義務化義務化、、、、見守見守見守見守りりりり体制体制体制体制のののの充実充実充実充実• 災害対策基本法改正災害対策基本法改正災害対策基本法改正災害対策基本法改正 ⇒⇒⇒⇒ 要支援者名簿作成要支援者名簿作成要支援者名簿作成要支援者名簿作成のののの義務化義務化義務化義務化、、、、見守見守見守見守りりりり体制体制体制体制のののの充実充実充実充実

□□□□□□□□ 地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムケアシステムケアシステムケアシステム地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムケアシステムケアシステムケアシステム
• 「「「「総合相談総合相談総合相談総合相談・・・・支援支援支援支援」」」」化化化化 ⇒⇒⇒⇒ 地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムとケアシステムとケアシステムとケアシステムと地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画とのとのとのとの関係性整理関係性整理関係性整理関係性整理• 「「「「総合相談総合相談総合相談総合相談・・・・支援支援支援支援」」」」化化化化 ⇒⇒⇒⇒ 地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムとケアシステムとケアシステムとケアシステムと地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画とのとのとのとの関係性整理関係性整理関係性整理関係性整理

□□□□□□□□ 介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度のののの改正改正改正改正介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度のののの改正改正改正改正
•• 要支援要支援要支援要支援１１１１・・・・２２２２：：：：地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業へへへへ移行移行移行移行 ⇒⇒⇒⇒ 地域地域地域地域でどうでどうでどうでどう支支支支えていくかえていくかえていくかえていくか。。。。

•地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業 地域地域地域地域ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの介護予防介護予防介護予防介護予防

•ちょっとしたちょっとしたちょっとしたちょっとした手助手助手助手助けけけけ「「「「ごみごみごみごみ出出出出しししし」「」「」「」「電球交換電球交換電球交換電球交換」」」」等等等等 ※※※※制度外制度外制度外制度外のののの方方方方のニーズへののニーズへののニーズへののニーズへの対応対応対応対応
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地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら
しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療医療医療医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療医療医療医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ
れる地域包括ケアシステムれる地域包括ケアシステムれる地域包括ケアシステムれる地域包括ケアシステムの構築を実現の構築を実現の構築を実現の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地
域包括ケアシステムの構築が重要。域包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す
る町村部等、高齢化の進展高齢化の進展高齢化の進展高齢化の進展状況状況状況状況には大きな地域差には大きな地域差には大きな地域差には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域

地域包括ケアシステムの姿病気になったら･･･

医医医医 療療療療 介護が必要になったら･･･

介介介介 護護護護

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域
のののの特性に特性に特性に特性に応じて作り上げていく応じて作り上げていく応じて作り上げていく応じて作り上げていくことが必要。

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護

・小規模多機能型居宅介護

■施設・居住系サービス

・介護老人福祉施設

日常の医療：

・かかりつけ医、有床診療所

・地域の連携病院

通院・入院
通所・入所

病院：

急性期、回復期、慢性期

介介介介 護護護護

住住住住まいまいまいまい

・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護

・24時間対応の訪問サービス

・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・認知症共同生活介護

・特定施設入所者生活介護
等

・地域の連携病院

・歯科医療、薬局

・地域包括支援センター

・ケアマネジャー
■介護予防サービス

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援生活支援生活支援生活支援・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域を単位として想定

・自宅

・サービス付き高齢者向け住宅等

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等



地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議
地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備と

を同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法。
具体的には、地域包括支援センター等が主催し、具体的には、地域包括支援センター等が主催し、

○ 医療、介護等の多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図る

○ 個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化する。

○ 共有された地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映

などの政策形成につなげる。などの政策形成につなげる。

地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター（※）レベルでの会議レベルでの会議レベルでの会議レベルでの会議

（地域ケア個別会議）（地域ケア個別会議）（地域ケア個別会議）（地域ケア個別会議）

○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた

①高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援

、

、

≪主な構成員≫
自治体職員、包括職員、ケアマネジャー、

介護事業者、民生委員、OT、PT、ST、

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理

栄養士、歯科衛生士その他必要に応じて

参加

（地域ケア個別会議）（地域ケア個別会議）（地域ケア個別会議）（地域ケア個別会議）

②地域支援ネットワークの構築
③地域課題の把握
などを行う。

地域課題の把握

参加

※直接サービス提供に当たらない専門職

種も参加

地域づくり・資源開発

政策形成

地域課題の把握

9

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）



生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同

組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。

○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強

化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の

地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、介

高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、介

護保険法の地域支援事業に位置づける。

高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

生活支援の担い手生活支援の担い手生活支援の担い手生活支援の担い手

○現役時代の能力を活かした活動

○興味関心がある活動

○新たにチャレンジする活動

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供 生活支援の担い手生活支援の担い手生活支援の担い手生活支援の担い手

としての社会参加としての社会参加としての社会参加としての社会参加
・一般就労、起業

・趣味活動

・健康づくり活動、地域活動

主体によるサービス提供

・地域サロンの開催

・見守り、安否確認

・外出支援
・介護、福祉以外の

ボランティア活動 等

・外出支援

・買い物、調理、掃除などの家事支援

・介護者支援 等
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バックアップバックアップバックアップバックアップ

市町村を核とした支援体制の充実・強化



新しい介護予防事業新しい介護予防事業新しい介護予防事業新しい介護予防事業新しい介護予防事業新しい介護予防事業新しい介護予防事業新しい介護予防事業

現行の介護予防事業 一般介護予防事業

・介護予防把握事業介護予防把握事業介護予防把握事業介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり

等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつな
げる。

一次予防事業一次予防事業一次予防事業一次予防事業

・ 介護予防普及啓発事業

・ 地域介護予防活動支援事業
一次予防事業と 介

護
予
防

げる。

・介護予防普及啓発介護予防普及啓発介護予防普及啓発介護予防普及啓発事業事業事業事業
介護予防活動の普及・啓発を行う。

・ 地域介護予防活動支援事業

・ 一次予防事業評価事業

二次二次二次二次予防事業予防事業予防事業予防事業

二次予防事業を

区別せずに、地域

の実情に応じた

効果的・効率的な

介
護

予
防

・

・地域介護予防活動支援地域介護予防活動支援地域介護予防活動支援地域介護予防活動支援事業事業事業事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

・一般介護一般介護一般介護一般介護予防事業評価予防事業評価予防事業評価予防事業評価事業事業事業事業

二次二次二次二次予防事業予防事業予防事業予防事業

・ 二次予防事業対象者の

把握事業

・ 通所型介護予防事業

効果的・効率的な

介護予防の取組を

推進する観点から

見直す

・
日
常

生
活
支
援
総

合
事
業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行
い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

・ （新）地域リハビリテーション活動支援地域リハビリテーション活動支援地域リハビリテーション活動支援地域リハビリテーション活動支援事業事業事業事業

・ 通所型介護予防事業

・ 訪問型介護予防事業

・ 二次予防事業評価事業

日
常

生
活
支
援
総

合
事
業・ （新）地域リハビリテーション活動支援地域リハビリテーション活動支援地域リハビリテーション活動支援地域リハビリテーション活動支援事業事業事業事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、

訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通い
の場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

介護予防を機能

強化する観点か

ら新事業を追加

日
常

生
活
支
援
総

合
事
業
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介護予防・生活支援サービス事業
※従来、二次予防事業で実施していた運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラムなどに相当する

介護予防については、 介護予防・生活支援サービス事業として介護予防ケアマネジメントに基づき実施 11



予防給付の見直しと生活支援サービスの充実予防給付の見直しと生活支援サービスの充実

・専門的なサービスを必要とする人に

は専門的サービスの提供

予防給付予防給付予防給付予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業

移行移行移行移行

サービスの充実サービスの充実サービスの充実サービスの充実既存の訪問介護事業所による身体介護・生

活援助の訪問介護 は専門的サービスの提供

（専門サービスにふさわしい単価） ・多様なニーズに対

するサービスの拡

がりにより、在宅生

活の安心確保

移行移行移行移行

・多様な担い手による多様なサービス

（多様な単価、住民主体による低廉な

訪問介護
ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の

生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支

援サービス

活援助の訪問介護

移行移行移行移行

（多様な単価、住民主体による低廉な

単価の設定、単価が低い場合には

利用料も低減）
同時に実現

援サービス

既存の通所介護事業所による機能訓練等

の通所介護

・住民主体のサービ

ス利用の拡充

・支援する側とされる側という画一的

な関係性ではなく、サービスを利用

しながら地域とのつながりを維持で

費用の効率化費用の効率化費用の効率化費用の効率化
通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進

ス利用の拡充

・認定に至らない

高齢者の増加

・重度化予防の推進

しながら地域とのつながりを維持で

きる

・能力に応じた柔軟な支援により、

介護サービスからの自立意欲が向上

する教室

介護予防・生活支援の充実
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・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進

・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続

・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組

・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・重度化予防の推進



○⾼齢者の在宅⽣活を⽀えるため、ボランティア、ＮＰＯ、⺠間企業、社会福祉法⼈、協同組合等の多様○⾼齢者の在宅⽣活を⽀えるため、ボランティア、ＮＰＯ、⺠間企業、社会福祉法⼈、協同組合等の多様

な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を支援

・介護支援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の自助・互助の好取組を全国展開

・「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置や協議体の設置などに対する支援・「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置や協議体の設置などに対する支援

食材配達

市
町

村
単

位

外出支援

生活支援・介護予防サービスの提供イメージ

介護者支援

家事援助
安否確認

食材配達

自
治

会
単

位

小
学
校

区
単

位

市
町

村
単

位
の

外出支援介護者支援

移動販売

配⾷＋⾒守り

自
治

会
単

位
の

圏
域

小
学
校

区
単

位
の

圏
域

の
圏

域

交流サロン

声かけ

コミュニティ

カフェ

権利擁護

⺠間

企業
ボランティアＮＰＯ

移動販売

圏
域 声かけ カフェ

協同

組合
社会福祉

法人

⺠間

企業
ボランティアＮＰＯ

バックアップ

市町村を核とした支援体制の充実・強化

協同

組合
社会福祉

法人
等

-13-

市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、

協議体の設置等を通じた住⺠ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等）

⺠間とも協働して⽀援体制を構築



小牧市でも様々な活動が広がっています
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見守り・ちょっとした手助け見守り・ちょっとした手助け見守り・ちょっとした手助け見守り・ちょっとした手助け

自分たちの住む地域を住みよく健康な地域にしたいと

久保山団地お助けマン久保山団地お助けマン久保山団地お助けマン久保山団地お助けマン久保山団地お助けマン久保山団地お助けマン久保山団地お助けマン久保山団地お助けマン

いう活動主旨のもと、正月休みを除き、毎日２回（９時～

・２０時～）団地内の防犯パトロールを実施している。朝

は公園に集合し、ラジオ体操をしてから団地内のパトロ

ールを開始。ールを開始。

要援護者に対しては安否確認をおこない、異常あれば

民生委員に連絡するというネットワークを構築している。

一寸奉仕こまき一寸奉仕こまき一寸奉仕こまき一寸奉仕こまき一寸奉仕こまき一寸奉仕こまき一寸奉仕こまき一寸奉仕こまき

シニア世代の男性の参加しやすいグループを目指すと

共に、活動を通して自ら健康維持をはかるという活動主

旨のもと、高齢者や体の不自由な方の中で経済的に余旨のもと、高齢者や体の不自由な方の中で経済的に余

裕がない方のお困りごとに対する支援をしている。

切れた電球の取り換え、庭の草刈り、重い物の移動等

活動内容は多岐にわたる。活動内容は多岐にわたる。
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健康体操健康体操健康体操健康体操

�小牧原街道区内の座談会を開催

メンバー：区長・民生委員・保健連絡員・老人クラブ等

※ 福祉総務課・社会福祉協議会職員も同席

【【街道区における地域課題・地域資源街道区における地域課題・地域資源】】
・健康増進のための活動が必要・健康増進のための活動が必要

・閉じこもりがちな高齢者が多い

・街道会館がリニューアルされ、稼働率を上げたい

・地域交流の機会を増やしたい・地域交流の機会を増やしたい

⇒ 健康体操（定期開催）実施に向けた座談会

※ 社会福祉協議会、包括支援センター職員も同席

※※※※平成平成平成平成26262626年年年年７７７７月月月月よりよりよりより健康体操健康体操健康体操健康体操をををを開催中開催中開催中開催中※※※※平成平成平成平成26262626年年年年７７７７月月月月よりよりよりより健康体操健康体操健康体操健康体操をををを開催中開催中開催中開催中 健康づくり体操

小牧原街道会館
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集いの場（サロン）集いの場（サロン）集いの場（サロン）集いの場（サロン）

�区長・ボランティアが社協に相談

「地域のつながりがつくれるような活動を始めたい」

※ 区の会館をうまく活用したいという意見もあり

【【主な支援主な支援】】
・既存のサロン活動への見学や実施者との・既存のサロン活動への見学や実施者との

意見交換の場のセッティング

・サロン活動助成金

・活動の担い手探しに関するアドバイス・活動の担い手探しに関するアドバイス

⇒ サロン活動実施に向けた住民説明会を開催⇒ サロン活動実施に向けた住民説明会を開催 小牧原南会館

※ 社会福祉協議会、包括支援センター職員も同席

※※※※平成平成平成平成26262626年年年年９９９９月月月月よりサロンよりサロンよりサロンよりサロン活動活動活動活動（（（（集集集集いのいのいのいの場場場場））））をををを開催中開催中開催中開催中
17



見守り見守り
災害基本法災害基本法災害基本法災害基本法災害基本法災害基本法災害基本法災害基本法（（（（平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年４４４４月施行月施行月施行月施行））））（（（（平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年４４４４月施行月施行月施行月施行））））

見守り見守り

【主な改正内容】
� 災害時避難行動要支援者 の定義

災害時避難行動要支援者とは･･･

『自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため、特に支援を要するもの』

※避難所に自ら行けると判断される方は対象外

⇒⇒ 対象者の範囲については、各自治体で対象者の範囲については、各自治体で決定決定

� 災害時避難行動要支援者名簿名簿名簿名簿 の作成が義務化

� 作成した名簿に基づき、第三者（区長・民生委員等）に対し、情報を提供してよ� 作成した名簿に基づき、第三者（区長・民生委員等）に対し、情報を提供してよ

いか、否かについて、本人同意を取得

同意された方の情報をもとに、災害時避難行動要支援者台帳台帳台帳台帳 を整備、情報提供

� ただし、有事の際については、本人同意の有無に関らず、名簿情報を全面的に

開示可能。
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今後今後今後今後（（（（現在現在現在現在））））のののの考考考考ええええ方方方方今後今後今後今後（（（（現在現在現在現在））））のののの考考考考ええええ方方方方今後今後今後今後（（（（現在現在現在現在））））のののの考考考考ええええ方方方方今後今後今後今後（（（（現在現在現在現在））））のののの考考考考ええええ方方方方

① 避難行動要支援者の決定 ② 避難行動要支援者名簿の作成

【対象者】

（１）要介護３以上の介護保険認定者

（２）身体障害者手帳：１級・２級

【対象者数】

４，７０５名（平成26年12月現在）

（２）身体障害者手帳：１級・２級

（３）療育手帳：Ａ判定・Ｂ判定

（４）その他市長が認める者

③ 台帳の整備

上記、名簿対象者に、第三者第三者第三者第三者にににに対対対対するするするする情報情報情報情報

④ 台帳配布・支援体制構築支援

・・・・第三者第三者第三者第三者にににに台帳台帳台帳台帳をををを配布配布配布配布上記、名簿対象者に、第三者第三者第三者第三者にににに対対対対するするするする情報情報情報情報

提供提供提供提供のののの可否可否可否可否をををを調査調査調査調査

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 同意同意同意同意したしたしたした者者者者のののの台帳台帳台帳台帳をををを整備整備整備整備同意同意同意同意したしたしたした者者者者のののの台帳台帳台帳台帳をををを整備整備整備整備

・・・・第三者第三者第三者第三者にににに台帳台帳台帳台帳をををを配布配布配布配布

・・・・配布配布配布配布にににに併併併併せてせてせてせて、、、、台帳台帳台帳台帳のののの活用方法活用方法活用方法活用方法をををを含含含含めめめめ、、、、

地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける要支援者支援体制要支援者支援体制要支援者支援体制要支援者支援体制のののの構築構築構築構築

支援支援支援支援をををを実施実施実施実施。⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 同意同意同意同意したしたしたした者者者者のののの台帳台帳台帳台帳をををを整備整備整備整備同意同意同意同意したしたしたした者者者者のののの台帳台帳台帳台帳をををを整備整備整備整備 支援支援支援支援をををを実施実施実施実施。

【提供する第三者】
区長、民生・児童委員、自主防災組織、小牧市社会福祉協議会、愛知県小牧警察署

小牧市消防本部、その他必要な団体・個人
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